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２０１９年度 事業報告 

 

①本部・支部間の一層の連携強化と効率化を進め、競争的環境への対応を図り、国民

公園にふさわしい適正かつ質の高い各苑の管理運営の向上、維持に努めた。 

②国に協力して緑豊かで由緒ある国民公園の貴重な資産、環境を保全・管理するため

の事業を実施した。 

③多くの国民や外国人旅行者（インバウンド）が国民公園を訪れその魅力を楽しむことが

できるよう、普及啓発事業等を積極的に展開し、適正利用の促進に努めた。 

④高齢者や障がい者、外国人旅行者など、すべての利用者が、安心・安全に居心地よく

時間を過ごすことのできるよう、ユニバーサルデザインの導入等による国民公園づくり

に努めた。 

⑤２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、利用者の国際化等に備え

た。 

⑥エコアクション２１(ガイドライン２０１７年版)による環境経営方針を作成し、それに基づ

き、環境の観点から事業活動を見直しつつ、環境負荷のさらなる軽減に努めた。 

 

第１ 理事会及び評議員会の開催 

 

  １  理事会 

     ２０１９年度においては、次のとおり理事会を開催した。 

     以下の決議事項の各議案について、審議の上、全会一致をもって原案どおり議決 

    した。 

 

   （１）日 時  ２０１９年３月８日（金） 

       ①決議事項   

第１号議案   一般財団法人国民公園協会２０１８年度事業報告の承認に

関する件 

          第２号議案   一般財団法人国民公園協会２０１８年度決算報告書の承 

認に関する件 

          第３号議案   評議員会の招集の決議に関する件 

       ②報告事項 

    代表理事の職務執行状況等の報告 
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   （２）日 時  ２０１９年１２月１８日（水） 

    ①決議事項  

       第１号議案   ２０２０年度事業計画 

       第２号議案   ２０２０年度正味財産増減予算書 

       第３号議案   就業規則等の改正に関する件 

    ②報告事項 

       代表理事の職務執行状況等の報告 

   

２  評議員会 

    ２０１９年度においては、次のとおり評議員会を開催した。 

以下の決議事項の各議案について、審議のうえ、全会一致をもって原案どおり議決 

    した。      

  

   （１）日 時 ２０１９年３月２５日（月） 

       ①決議事項 

             第１号議案    議事録署名人の選任に関する件 

          第２号議案    一般財団法人国民公園協会２０１８年度決算報告書の承 

認に関する件 

         ②報告事項 

             ア  一般財団法人国民公園協会２０１８年度事業報告 

          イ  就業規則等の改正 

 

   （２）日 時 ２０１９年５月１７日（金） 

        定款第１８条（決議の省略）の規定に基づき、下之園勝仁評議員の辞任に伴う

評議員の補欠選任のため、評議員１０名全員の同意により、山谷政紀評議員

を選任した。 

 

第２ 国民公園の保存及び利用 

低炭素・循環・自然との共生を基本理念とする国の施策に協力し、大都会にあって

豊かな自然と歴史的な資産に恵まれた国民公園の特性を踏まえて、その保全等に努

めるとともに、身近な自然とのふれあいや歴史探勝の場等として活用するため、次の

事業を計画的に実施した。 
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1  自然環境及び歴史的資産の保全管理と情報発信等 

   由緒ある国民公園の自然環境と貴重な歴史的資産の保全管理ならびに各種情報 

の発信事業を積極的に展開し、その普及啓発を図った。 

（１）  自然環境の保全 

皇居前広場のクロマツ等国民公園内の貴重な自然環境を保全し、その景観を維 

持するため樹木や芝生の手入れを実施した。 

また、京都御所等の歴史的景観を維持し、御苑内の豊かな自然環境の保全を図 

った。 

 「新宿御苑庭園・樹林管理計画」に基づき、歴史的景観の維持と植生管理を実施 

した。 

（２）  歴史的資産等の維持管理 

  皇居外苑の御製碑の維持管理、京都御苑の閑院宮邸跡及び拾翠亭等の維持管 

理及び公開を行った。 

新宿御苑の伝統的菊栽培及び花壇展示の技法の保存と普及啓発に努めるとと 

もに、茶室楽羽亭、翔天亭の維持管理に協力した。 

（３）  出版物やニューズレター、ホームページの活用 

「京都御苑ニュース」の四半期毎の発行・配布、京都御苑パンフレット（苑内案内

マップ）の作成・配布、ならびに新宿御苑百周年事業で刊行した「福羽逸人回顧

録」の普及を図り、国民公園に関する情報発信に努め、適正な利用を促進した。

また、ホームページの多言語化を進めるとともに、それらを活用、内容の充実を

図った。さらに SNS（Twitter／Instagram）により適時の情報発信を拡充した。 

（４）  国民公園への理解・協力者の確保 

各苑のインフォメーションコーナーにおいて、国民公園や環境問題をめぐる情報 

の積極的提供、ニューズレターの配布等などにより、広く 国民や地域における理

解・協力者の確保に努めた。 

（５）  学術研究機関等との連携 

各苑の質の高い保全を図るため学術研究機関等と連携し、各苑の特殊性を踏ま 

えつつ、学術的、先進的な見地から植生管理等を進め、歴史的景観の保全に努め

た。 

 

２  自然とのふれあいの推進や歴史的資産の活用 

    低炭素・循環・自然との共生を重要課題とする国の施策に協力し、各苑において

身近な自然とのふれあいや歴史探勝の場等として資産の活用を積極的に推進し

た。 
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（１） 苑内散策・利用案内 

苑内案内図を作成・配布し国民公園の利用案内に努めた。 

①皇居外苑における、国民公園周辺地域も含む自然環境や歴史・文化など国民

公園を紹介する自分歩きマップ及び自然歩きマップ「皇居外苑・東御苑・北の丸

公園」シリーズの中国語版、韓国語版等多言語対応を図るほか、「皇居外苑（北

の丸）散策 e-ガイド」（英語版）等苑内案内図を配布。 

②京都御苑パンフレット（苑内案内マップ）の作成・配布及び「自然観察ガイドブッ

ク」を頒布。 

③「新宿御苑みどころマップ」を作成、配布。 

④京都御苑拾翠亭及び新宿御苑楽羽亭の茶室を国内外入園者に案内し、茶道等

日本文化を広く紹介。 

   （２） 自然観察、自然とのふれあいや歴史探勝のためのイベント等 

国民公園内の豊かな自然を活用し、国民公園における自然とのふれあい促進

等の観点から、次の事業を実施した。 

①皇居外苑において、コブハクチョウの飼育環境を整備し飼育・保存した。 

 また、冬季における高病原性鳥インフルエンザ対策については、実態に即し、 

『対応マニュアル』を順次改定するなど、的確な対応を図れるようにした。 

②皇居外苑（北の丸公園）及び新宿御苑におけるグリーンアドベンチャーを実施。

さらに、皇居周辺のガイドツアーやバードウオッチング等歴史と自然を題材とし

た皇居外苑ガイド付き散策を実施するとともにガイド・ボランティアの育成や有識

者らとの連携を図り、地域の資源を生かした活動を行い都心におけるエコツーリ

ズムに取り組んだ。また、皇室の奉祝行事に伴い、皇居や皇室に因んだガイド

ツアーを実施した。 

③皇居外苑において、エコ・クッキングの理解と散策をセットとしたイベントを実施。

また、北の丸公園において、日本野鳥の会と連携した野鳥観察会や希少植物

の自然観察会等を開催した。 

④京都御苑において、「四季の自然教室」シリーズ、「トンボ池一般公開」等による

自然観察会を実施するとともに、日常的に「御苑みどころ案内」等のガイドツアー

を実施した。 

⑤新宿御苑において、母と子の森づくりフィールドでの自然観察会等を実施した。

また、大温室の利用増進を図るためラン展等を開催するなど、国、自治体や関

係団体等が実施するイベントと連携・協力した。 

⑥新宿御苑において、エコ・クッキングの理解と自然観察、写真教室をセットとした

イベントを実施した。また、フォトコンテスト、花市場、江戸東京野菜市場、薪能、
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国民公園 70周年事業を関係団体等と実施した。 

 

３  環境省主唱行事への協力 

          環境省が主唱し国民公園内で実施する「みどりフェスタ」、「環境月間」等の各種行

事に積極的に参加・協力した。また、国民公園を利用して行われる環境や歴史文化、

東北福島復興支援に係るイベント等に積極的に協力した。 

         インバウンド対応として環境省が推進する「国立公園満喫プロジェクト」における新

宿御苑インフォメーションセンターの国立公園の情報発信拠点活用計画及び「新宿

御苑魅力向上事業」について、関連事業の実施に協力を行った。 

 

第３  国民公園の管理及び施設の整理・清掃等 

      由緒と伝統ある国民公園において、その品位、風格を維持し質の高い管理を実

施してきた経験と蓄積をもとに、公園の管理運営業務を計画的、総合的に実施し

た。 

 

１  国民公園の管理及び利用・広報等 

国民公園に精通する当協会がこれまで培ってきたノウハウを最大限に活用し、 

次の業務を総合的かつ計画的に行った。 

（１）  広場、苑地、建物等の清掃 

（２）  樹木の手入れ、芝生・草地・植栽等の維持管理 

（３）  苑内巡回による利用者指導及び施設点検 

（４）  苑内の利用案内及び利用情報の提供 

（５）  自然ふれあい活動等による広報及び普及啓発 

（６）  京都御苑閑院宮邸跡収納展示館及び中立売新休憩所と連携した情報提供等

の苑内利用拠点としての活用 

（７）  新宿御苑サービスセンターにおける園内情報の提供と迷子、拾得物等への対

応、さらに入園門とインフォメーションセンターでの利用案内 

（８）  新宿御苑における温室植物栽培と絶滅危惧植物等希少植物の保護栽培、菊

栽培と花壇展示 

（９）  新宿御苑大温室の利用案内と施設点検 

 

２  施設等の整理・清掃 

次の事業を適切に行った。 
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（１）  駐車場、運動施設、茶室を円滑・快適に利用するための整理、清掃等維持管理

及び運営 

（２）  上記事業施設周辺の清掃及び植栽等の維持管理 

（３）  ユニバーサルデザインの考え方を導入し、すべての国民公園利用者が同じよう

に利用できる環境の整備 

                                                   

第４  利用者への便宜供与とサービスの向上等 

      快適な利用環境を保持し、利用者への便宜供与を図るため、インターネット等に

より利用情報を提供するとともに、休憩所等における利用者の円滑な受入れなど 

サービスの向上を図った。また、混雑時の対応や安全対策等に万全を期した。 

     

１  ホームページやＳＮＳの活用等案内情報の提供 

（１） SNS（Twitter／Instagram）での情報発信を強化充実等、ホームページやＳＮＳ等

を活用して、外国人旅行者に向けた利用者サービス事業の案内情報を迅速に提

供し、利用の促進を図った。また、多言語化を進めた。 

   （２） 各苑において、休憩所の利用情報の充実を図るほか、インフォメーション機能の

強化や東京オリンピック・パラリンピックを見据えた外国人向けの広報等の整備を

図った。 

 

２  休憩所等でのサービスの向上 

（１）  食事提供サービスの向上を図ることとし、各苑、各休憩所の環境、利用者にマッ 

チしたメニュー作りに努めるとともに、決済手段の多様化を進めた。 

（２） エコ・クッキングについて、皇居外苑の「江戸エコ行楽重」シリーズ、京都御苑の

「御所の華弁当（左近の桜、右近の橘）」シリーズ及び新宿御苑の「エコ・ドライカレ

ー」、「長ネギと唐辛子ケーキのゆず風味」、「エコ・オムライス」を提供すると共に、

新たなメニューの開発に取り組み、環境と調和した食文化の発信を進めた。 

（３） 皇居外苑楠公レストハウスにおいて、「和食文化国民会議」の普及啓発部会に

おける和食文化の保護・継承を目的とした様々な活動に参加・協力した。また、千

代田区・東京メトロ主催の「スタンプラリー」等の実施に際し、必要な便宜供与を図

った。これらを通じ、地域と関係団体等との協力・連携の拡大強化に努めた。加え

て、大手旅行会社と協力して、食事をセットとした旅行企画ツアーの開発に努め

た。 

（４） 環境関係団体及び障害福祉団体の協力を得つつ、売店サービスの向上を図る 

こととし、各苑の利用者のニーズに即した販売品の開発普及に努めた。 
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（５） 京都御苑において、環境省が推進する「京都御苑中立売地区再整備事業」につ

いて、事業実施に全面的に協力した。また再整備後の新設休憩所や駐車場の運

営・運用のあり方を京都御所・御苑の歴史や伝統文化を踏まえて検討し、その適切

な管理運営、サービスの向上を図るとともに実現のための体制の強化・充実を図っ

た。 

（６） 新宿御苑において、環境省が推進する「新宿御苑魅力向上事業」及び「国立公園

の情報発信強化等実施業務」について、事業実施に全面的に協力し、適切な管理

運営、サービスの向上を図るとともに実現のための組織・体制の強化・充実を図っ

た。 

（７） 外国人旅行者（インバウンド）の増加に鑑み、外国語版のパンフレット作成、メニ

ュー表記等の多言語化対応の推進に努めた。また、メニューでの成分表示等、外

国人旅行者が安心して利用できるような取組を進めた。 

（８） 新宿地域でブランド化されている新宿御苑ゆかりの「内藤とうがらし」の普及啓発

活動に協力し、売店、レストランにおいて関係商品の販売を行った。また、「江戸東

京野菜」をレストランの料理メニューに加え提供するとともに、イベントの企画など

により東京オリンピック・パラリンピックに向け東京産食材の魅力の発信と地産地

消、地域おこし活動に協力した。 

 

３  地球温暖化防止対策等環境対策 

（１） 「エコアクション２１」に基づく環境経営方針等を着実に実施し、冷暖房の節約、省

エネ型廃棄物処理（生ゴミ処理機）、廃油リサイクル（石鹸、バイオディーゼル燃料

化）、剪定枝等の苑内発生木質バイオマスの有効活用を行うほか、エコ・クッキング

やリターナブル、リユースを進めるとともに、プラスチック製ストローやカップ等の環境

配慮製品への変更を順次進めるなど、提供サービスのエコ・グリーン化を図った。ま

た、ペットボトルキャップの収集によるワクチン供与事業に参加した。 

   （２） 環境配慮型施設の皇居外苑楠公レストハウスや、北の丸休憩所及び新宿御苑エ

コハウスにおいて、パネル・モニター等を通じ、各苑の環境対応等を紹介した。 

   （３） 地球温暖化防止等環境対策の普及啓発を目的とする地域イベントに積極的に参

加するとともに、教育機関等からの依頼のある講演などを通じ食文化の観点から

環境保全に繋がる「食育」、エコ・クッキング等の「環境対策」の普及啓発活動を推

進した。 

 

４  高齢者・障がい者等への利用支援 
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（１） 皇居外苑楠公レストハウスのレストラン等において調理上の配慮を加えるなど、

障がい者等が利用しやすい環境を整え、その受け入れを積極的に行った。 また、

修学旅行生の食事アレルギー対策に行政とともに取組んだ。 

（２） 高齢者・障がい者・外国人旅行者(インバウンド)等を含むすべての国民公園利用

者が、安全で、安心して、快適に利用できるようユニバーサルデザイン等の環境整

備を図った。 

 

５  混雑時の対応 

利用最盛期の混雑に対応し、各苑での臨時売店の設置、京都御苑での祭事観

覧席の設置、新宿御苑での臨時トイレ設置等利用者の便宜を図った。 

 

６  利用施設の適切な運用管理 

茶室、運動施設等苑内に設置された利用施設の適正で快適な利用が図られるよ

う、適切な管理及びその整備に努めた。 

 

７  安全対策 

国民公園利用者への安全対策が円滑に講じられるよう、防災マニュアルの作成、 

AED（自動体外式除細動器）の設置とともに、防災・救急救護の訓練を積極的に実

施した。また、無料 Wi-Fi機器の設置を進め、災害時への対応を強化した。 

  施設の安全点検を実施して事故防止に努めるとともに、苑内での作業に当たって

は、十分に利用者の安全確保を図った。 

 

８  職員の資質の向上 

       海外からの利用者の増加に鑑み、食堂、売店等において、販売品への外国語表 

記を進めるとともに、外国語に堪能な職員の採用に努めた。 

 

９  コラボレーション事業の開発と人的交流 

      協会本部の主導により、協会各支部間でのコラボレーション事業の開発に努め、 

    各支部間の人的交流を図りつつ、利用者ニーズに即したサービスの提供に努めた。 


